
 

令和７年度事業計画書  

 

１ 運営方針 

  令和７年度は、一般財団法人として、引き続き交通事故防止を目的とした安

全な交通安全用品（非金属製タイヤチェーン）の検査検定の充実に努め、国民

への普及を図っていくこととするが、一方、昨今のタイヤチェーンを取り巻く

様々な要因により、認定品の普及の伸びが見通せない状況となってきており、

今後は、当協会の財政も厳しくなることが予想される。 

このことから、引き続き安定的な協会運営を維持するための各種措置につい

て検討、推進に努めるものとする。 

 

２ 各種会議開催予定   

 (1) 理事会 

  ア 第 59 回理事会（令和７年５月７日） 

  イ 第 60 回理事会（令和８年３月下旬） 

(2) 評議員会 

    令和７年度定時評議員会（令和７年５月 22 日） 

 (3) 認定委員会 

  ア 第 71 回認定委員会（令和７年 11 月中旬） 

  イ 第 72 回認定委員会（令和８年 ３月中旬） 

 

３ 事業計画 

 (1) タイヤ滑り止め装置の認定試験 

  ア 10 月末日を申請締め切りとし、申請があった場合は、申請者に対し必要な

事前指導等を行う。 

  イ 認定試験の実施 

    令和８年１月中旬に北海道（士別市）において実施する（予定）。 

   ウ 認定の証明 

  (ｱ) 認定委員会による認定試験の合否判定の後、理事会の承認を受ける。 

    (ｲ) 合格品に対し、認定証の発行を行う。 

    (ｳ)  合格した認定品本体に認定番号を記載した「認定票」を表示させるとと

もに、包装容器外側に「認定マーク（シール）」を貼付させる。 

  エ 令和７年 11 月に開催予定の認定委員会において、令和７年度認定試験実

施要領等について審議するとともに、同８年３月に開催予定の同委員会にお

いて、同認定試験の合否判定を行う。 

 

 



 (2) 認定品の更新及び取消し 

   ア 事務的な認定有効期間（２年間）を経過する認定品について、更新事務 

   を推進した。 

    イ 認定取消し 

     メーカーが認定品の製造廃止を届け出た場合は、取消し事務を行う。 

 

 (3) 認定品の普及等広報活動の推進 

  ア 令和６年度の変更等の整理を行い、これに基づき「認定製品一覧表」を

改訂し、冬期の交通指導関係者及び道路管理者等に対しこれを配付して、

認定品の種類及び性能等について周知を図る。 

   イ 以下の認定品の特性を広報し、認定品の優位性を喧伝する。 

    (ｱ) 金属チェーンと比較して、着脱の容易さや耐久性が優れているととも

に、道路損傷の度合いが少ないことから、積雪時の高速道路上のトンネ

ル手前でのチェーン着脱の必要がないこと。 

     (ｲ) 起伏の多い道路や、高速道路の本線、ジャンクション、サービスエリ

ア等における降雪、路面凍結時に余裕を持って走行できること。 

     (ｳ) 高速道路の降雪時等の制限速度 50 ㎞/ｈに対応する速度性能を有して

いること。 

   (ｴ) 国交省・警察庁が施行した、大雪時のチェーン装着の義務化に対応す

るものであること。 

     ウ 高速道路株式会社、地方の安全運転管理団体、県警等が実施する交通安

全に関するキャンペーンに積極的に協力し、冬期における滑り止め装置の

有効性・必要性について啓蒙し認定品の普及を図ることにより、道路交通

の安全、円滑に寄与する。 

 

  (4) 布製タイヤチェーンの認定の検討 

 

 

 


